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外 航 船 舶 確 保 等 基 本 方 針  

１ ． 外 航 船 舶 の 確 保 等 の 意 義 及 び 目 標 に 関 す る 事 項  

（ １ ） 外 航 船 舶 の 確 保 等 の 意 義  

四 面 を 海 に 囲 ま れ た 我 が 国 に お い て 、 輸 出 入 貨 物 の 9 9 . 5％ の 輸 送 を 担 う 外 航 海 運 は 、

不 可 欠 な ラ イ フ ラ イ ン と し て 、我 が 国 経 済 、国 民 生 活 を 支 え て い る 。そ の 中 で 、船 主 は 、

船 舶 を 保 有 す る の み な ら ず 、 船 舶 の 維 持 管 理 、 乗 組 員 の 配 乗 、 航 海 の 安 全 確 保 等 を 担 っ

て お り 、 経 済 安 全 保 障 上 、 極 め て 重 要 な 存 在 で あ る 。  

外 航 海 運 に つ い て は 、 世 界 単 一 市 場 の 中 で 熾 烈 な 競 争 が 行 わ れ て お り 、 本 邦 の 対 外 船

舶 貸 渡 業 者 等 の 国 際 シ ェ ア （ 船 腹 量 ） は 、 平 成 2 2 年 （ 2 0 1 0 年 ） の 1 6％ か ら 、 令 和 ３ 年

（ 2 0 2 1 年 ） に は 1 1％ ま で 低 下 し て い る 。  

こ う し た 状 況 が 続 い た 場 合 、 我 が 国 の 輸 出 入 貨 物 の 約 ６ 割 を 担 う 本 邦 対 外 船 舶 運 航 事

業 者 等 が 海 外 の 船 主 に 依 存 せ ざ る を 得 な く な る 事 態 が 懸 念 さ れ る と こ ろ 、 安 定 的 な 国 際

海 上 輸 送 を 確 保 す る た め 、 本 邦 の 対 外 船 舶 貸 渡 業 者 等 に よ る 外 航 船 舶 の 計 画 的 な 確 保 を

図 る と と も に 、 本 邦 対 外 船 舶 運 航 事 業 者 等 へ の 貸 渡 し を 促 進 す る 必 要 が あ る 。  

ま た 、 本 邦 の 対 外 船 舶 貸 渡 業 者 等 の 国 際 競 争 力 強 化 の 観 点 か ら 、 高 品 質 な 船 舶 の 導 入
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も 併 せ て 促 進 す る 必 要 が あ る 。  

（ ２ ） 外 航 船 舶 の 確 保 等 の 目 標  

本 邦 対 外 船 舶 運 航 事 業 者 等 が 運 航 す る 外 航 船 舶 の 総 隻 数 に 占 め る 本 邦 の 対 外 船 舶 貸 渡

業 者 等 の 外 航 船 舶 の 隻 数 の シ ェ ア は 、 令 和 ３ 年 （ 2 0 2 1 年 ） に お い て 7 4 . 6％ と な っ て い る

と こ ろ 、 安 定 的 な 国 際 海 上 輸 送 を 確 保 す る た め に 当 該 シ ェ ア を 堅 持 す る 観 点 か ら 、 令 和

７ 年 （ 2 0 2 5 年 ） 7 5％ 以 上 を 目 指 す こ と と す る 。  

 

２ ． 外 航 船 舶 の 確 保 等 の た め に 政 府 が 実 施 す べ き 施 策 に 関 す る 基 本 的 な 方 針  

政 府 は 、 環 境 性 能 に 優 れ た 船 舶 の 導 入 の 促 進 を 図 る た め 、 船 舶 に 係 る 特 別 償 却 制 度 等 の

措 置 を 講 ず る と と も に 、 国 連 の 専 門 機 関 で あ る 国 際 海 事 機 関 （ Ｉ Ｍ Ｏ ） の 最 新 の 動 向 、 我

が 国 を 取 り 巻 く 安 全 保 障 に 関 す る 状 況 等 に 関 す る 適 時 適 切 な 情 報 提 供 及 び 必 要 な 助 言 を 行

う 。  

 

３ ． 本 邦 対 外 船 舶 運 航 事 業 者 等 に よ る 安 定 的 な 国 際 海 上 輸 送 を 確 保 す る た め に 対 外 船 舶 貸 渡

業 者 等 が 講 ず べ き 措 置 に 関 す る 基 本 的 な 事 項  
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本 邦 の 対 外 船 舶 貸 渡 業 者 等 は 、 世 界 単 一 市 場 の 中 で 熾 烈 な 競 争 を 繰 り 広 げ て い る が 、 自

ら 国 際 競 争 力 を 維 持 ・ 強 化 し 、 今 後 と も 質 の 高 い サ ー ビ ス を 安 定 供 給 す る こ と が 求 め ら れ

て い る 。  

そ の た め 、 外 航 船 舶 確 保 等 計 画 （ 以 下 「 計 画 」 と い う 。） の 認 定 制 度 を 活 用 し つ つ 、 外 航

船 舶 の 計 画 的 な 確 保 及 び 高 品 質 な 船 舶 の 導 入 を 図 り 、 一 層 の 国 際 競 争 力 の 強 化 を 図 っ て い

く こ と が 必 要 で あ る 。 そ の 際 、 先 進 的 な 技 術 を 活 用 し 、 航 行 の 安 全 性 若 し く は 効 率 性 の 向

上 、 快 適 性 の 確 保 又 は 環 境 負 荷 の 低 減 に 資 す る 先 進 船 舶 の 導 入 に つ い て も 積 極 的 に 検 討 す

る こ と が 望 ま し い 。  

４ ． 計 画 の 認 定 に 関 す る 基 本 的 な 事 項  

（ １ ） 認 定 の 申 請 に 当 た っ て の 基 本 的 事 項  

①  申 請 者  

計 画 の 認 定 の 申 請 は 、 対 外 船 舶 貸 渡 業 者 等 が 単 独 又 は 共 同 で 行 う こ と と す る 。  

共 同 で 申 請 す る 場 合 に あ っ て は 、 2） イ 及 び ロ の と お り と す る 。 こ の 場 合 、 各 対 外 船

舶 貸 渡 業 者 等 は 、 一 の 計 画 に 限 り 申 請 者 と な る こ と が で き る 。 ま た 、 私 的 独 占 の 禁 止

及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 5 4 号 ） に 抵 触 す る こ と が な い よ



 

- 4 - 

 

う 留 意 す る こ と 。  

1 )  代 表 申 請 者  

対 外 船 舶 貸 渡 業 者 等 で あ る こ と 。  

2 )  代 表 申 請 者 以 外 の 者  

対 外 船 舶 貸 渡 業 者 等 の う ち 次 に 掲 げ る 者 で あ る こ と 。  

イ  1 )の 代 表 申 請 者 の 子 会 社 等 （ 会 社 法 （ 平 成 1 7 年 法 律 第 8 6 号 ） 第 ２ 条 第 ３ 号 の

２ に 規 定 す る 子 会 社 等 を い う 。以 下 同 じ 。）又 は 関 連 会 社（ 会 社 計 算 規 則（ 平 成 1 8

年 法 務 省 令 第 1 3 号 ）第 ２ 条 第 ３ 項 第 2 1 号 に 規 定 す る 関 連 会 社 を い う 。以 下 同 じ 。）  

ロ  1 )の 代 表 申 請 者 の 親 会 社 等（ 会 社 法 第 ２ 条 第 ４ 号 の ２ に 規 定 す る 親 会 社 等 を い

う 。 以 下 同 じ 。） 又 は そ の 子 会 社 等 若 し く は 関 連 会 社  

②  計 画 期 間  

計 画 期 間 は 、 ５ 年 で あ る こ と 。  

③  申 請 時 期  

計 画 期 間 の 開 始 の 日 の 原 則 １ か 月 前 ま で と す る 。 た だ し 、 計 画 に 先 進 船 舶 導 入 等 計

画 の 認 定 の 特 例 を 含 む 場 合 に は 原 則 ２ か 月 前 ま で と す る 。  
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（ ２ ） 計 画 の 認 定 基 準 に 関 す る 基 本 的 な 事 項  

計 画 が 国 土 交 通 大 臣 に 対 し て 申 請 さ れ た 場 合 の 認 定 基 準 に つ い て は 、 以 下 の と お り と

す る 。  

①  基 本 方 針 へ の 適 合 性 （ 第 １ 号 基 準 ）   

次 の 1 )か ら 6 )ま で の 事 項 に つ い て 判 断 す る 。  

1 )  申 請 者 に つ い て 、 そ の 経 営 が 外 国 人 等 （ 日 本 の 国 籍 を 有 す る 者 及 び 日 本 の 法 令 に

よ り 設 立 さ れ た 法 人 そ の 他 の 団 体 以 外 の 者 を い う 。）に よ り 実 質 的 に 行 わ れ て い る も

の で な い こ と 。  

2 )  申 請 者 が 計 画 期 間 の 終 了 時 点 に お い て 保 有 す る 外 航 船 舶 の 隻 数 に つ い て 、 計 画 期

間 の 開 始 時 点 の 隻 数 を 超 え る こ と と な る 計 画 で あ る こ と 。  

3 )  本 邦 対 外 船 舶 運 航 事 業 者 に よ る 輸 送 に 貢 献 す る も の と し て 、 次 の イ 、 ロ 又 は ハ の

い ず れ か を 満 た す こ と 。  

イ  計 画 期 間 の 開 始 時 点 に お い て 保 有 す る 外 航 船 舶 の 隻 数 の ２ 割 以 上 を 本 邦 対 外 船

舶 運 航 事 業 者 が 運 航 し て い る こ と 。  

ロ  計 画 期 間 の 開 始 時 点 に お い て 保 有 す る 外 航 船 舶 の 隻 数 の う ち ５ 隻 以 上 を 本 邦 対
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外 船 舶 運 航 事 業 者 が 運 航 し て い る こ と 。  

ハ  計 画 期 間 に お い て 新 た に 建 造 す る 外 航 船 舶 の 隻 数 の ３ 割 以 上 を 本 邦 対 外 船 舶 運

航 事 業 者 が 運 航 す る こ と 。  

4 )  計 画 期 間 に お い て 導 入 す る 外 航 船 舶（ 次 に 掲 げ る 者 か ら 取 得 す る も の に あ っ て は 、

製 造 の 後 事 業 の 用 に 供 さ れ た こ と の な い も の に 限 る 。） の 隻 数 に つ い て は 、 計 画 期 間

の 開 始 時 点 に お い て 保 有 す る 外 航 船 舶 の 隻 数 の 2 5％ 以 上 で あ る こ と 。  

イ  申 請 者 の 子 会 社 等 又 は 関 連 会 社  

ロ  申 請 者 の 親 会 社 等 又 は そ の 子 会 社 等 若 し く は 関 連 会 社  

5 )  4 )の 計 画 期 間 に お い て 導 入 す る 外 航 船 舶 の う ち １ 隻 以 上 は 、 製 造 の 後 事 業 の 用 に

供 さ れ た こ と の な い も の で あ る こ と 。  

6 )  4 )の 計 画 期 間 に お い て 導 入 す る 外 航 船 舶 の う ち 製 造 の 後 事 業 の 用 に 供 さ れ た こ と

の な い も の の 隻 数 に 占 め る 特 定 外 航 船 舶 の 隻 数 の 割 合 が ７ 割 以 上 で あ る こ と 。  

②  確 実 か つ 効 果 的 な 実 施 可 能 性 （ 第 ２ 号 基 準 ）  

次 の 1 )及 び 2 )の 事 項 に つ い て 判 断 す る 。  

1 )  事 業 の 実 施 ス ケ ジ ュ ー ル が 明 確 で あ る こ と 。  
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2 )  資 金 が 十 分 に 確 保 で き る こ と が 見 込 ま れ る こ と 。  

③  計 画 期 間 （ 第 ３ 号 基 準 ）  

（ １ ） ② の と お り 、 ５ 年 で あ る こ と 。  

④  計 画 期 間 に お い て 導 入 す る 外 航 船 舶 の 隻 数 及 び 当 該 外 航 船 舶 に 占 め る 特 定 外 航 船 舶

の 割 合 （ 第 ４ 号 基 準 ）  

（ ２ ） ① 4 )、 5 )及 び 6 )の と お り と す る 。  

⑤  先 進 船 舶 導 入 等 計 画 の 認 定 の 特 例 （ 第 ５ 号 基 準 ）  

先 進 船 舶 の 導 入 等 の 促 進 に 関 す る 基 本 方 針 （ 平 成 2 9 年 国 土 交 通 省 告 示 第 8 8 7 号 ）

４ ．（ ２ ） に 規 定 す る 事 項 に つ い て 判 断 す る こ と と す る 。  

（ ３ ） 計 画 の 記 載 事 項  

計 画 の 記 載 事 項 は 、 海 上 運 送 法 （ 昭 和 2 4 年 法 律 第 1 8 7 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 3 9

条 の ２ 第 ２ 項 に 定 め る と お り と す る 。  

（ ４ ） 勧 告 及 び 認 定 の 取 消 し に 関 す る 基 本 的 な 事 項  

法 第 3 9 条 の ７ 第 １ 項 に お い て 、国 土 交 通 大 臣 は 、認 定 対 外 船 舶 貸 渡 業 者 等 が 正 当 な 理

由 が な く 、 認 定 外 航 船 舶 確 保 等 計 画 に 従 っ て 外 航 船 舶 の 確 保 等 を 行 っ て お ら ず 、 又 は 行
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わ な い お そ れ が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 認 定 対 外 船 舶 貸 渡 業 者 等 に 対 し 、 必 要 な 措 置

を 講 ず べ き こ と を 勧 告 す る こ と が で き る こ と と さ れ て い る 。ま た 、同 条 第 ２ 項 に お い て 、

勧 告 を 受 け た 認 定 対 外 船 舶 貸 渡 業 者 等 が 当 該 勧 告 に 従 い 必 要 な 措 置 を 講 じ な か っ た と き

は 、 そ の 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る こ と と さ れ て い る 。  

同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 「 正 当 な 理 由 」 に は 、 歴 史 的 な 海 運 不 況 が 発 生 し た 場 合 （ 次 の

い ず れ の 要 件 に も 該 当 す る 場 合 を い う 。）又 は 保 有 す る 外 航 船 舶 の 隻 数 は 減 少 す る も の の

船 腹 量 は 増 加 す る 場 合 が 含 ま れ る も の と し 、 こ れ ら の 場 合 に は 国 土 交 通 大 臣 の 勧 告 を 行

わ な い こ と と す る 。  

①  計 画 期 間 中 に お け る 傭 船 料 が 、 過 去 数 年 間 と の 比 較 に お い て 著 し く 低 位 な 水 準 に あ

り 、 こ れ が 一 定 期 間 継 続 し て い る こ と 。  

②  採 算 の 確 保 が 困 難 な 状 況 に あ り 、 認 定 対 外 船 舶 貸 渡 業 者 等 に お い て 保 有 総 隻 数 を 削

減 せ ざ る を 得 ず 、 保 有 総 隻 数 を 相 当 程 度 削 減 し 、 又 は す る 見 込 み で あ る こ と 。  

５ ． そ の 他 外 航 船 舶 の 確 保 等 の た め に 必 要 な 事 項  

認 定 外 航 船 舶 確 保 等 計 画 の 確 実 な 実 施 を 担 保 す る た め 、 以 下 の 措 置 を 講 ず る 。  

（ １ ） 定 期 的 な 報 告 徴 収 の 実 施  
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認 定 対 外 船 舶 貸 渡 業 者 等 に 対 し て 、 計 画 期 間 が 含 ま れ る 事 業 年 度 （ 共 同 で 申 請 す る 場

合 に あ っ て は 代 表 申 請 者 の 事 業 年 度 と す る 。）ご と 、そ の 認 定 外 航 船 舶 確 保 等 計 画 の 実 施

状 況 に つ い て 報 告 を 求 め る こ と と す る 。 ま た 、 認 定 外 航 船 舶 確 保 等 計 画 の 計 画 期 間 が 終

了 し た と き は 、 そ の 実 施 結 果 に つ い て 、 報 告 を 求 め る こ と と す る 。  

（ ２ ） 欠 格 期 間 の 設 定  

法 第 3 9 条 の ７ 第 ２ 項 に 基 づ く 認 定 の 取 消 し を 受 け た 者 又 は 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る「 正

当 な 理 由 」 な く 認 定 外 航 船 舶 確 保 等 計 画 に 記 載 し た 目 標 を 達 成 で き な か っ た 者 は 、 そ れ

ぞ れ 当 該 認 定 の 取 消 し の 日 又 は 当 該 認 定 外 航 船 舶 確 保 等 計 画 の 計 画 期 間 の 終 了 の 日 か ら

起 算 し て ５ 年 を 経 過 す る ま で は 、 新 た に 外 航 船 舶 確 保 等 計 画 の 認 定 の 申 請 を で き な い こ

と と す る 。  

６ ． 備 考  

こ の 告 示 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 法 に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。  


